
  
 

第１４８回 多可町定例記者会見 
 

令和４年７月２１日（木）午後１時３０分～ 

多可町役場本庁舎 大会議室 

 

１．町長あいさつ 

 

２．案  件 

◆記者発表事項 

 

（１）商工観光課より 

    PayPay最大 20％戻ってくるキャンペーン                 ・・・Ｐ.１ 

 

（２）教育総務課より 

学校規模適正化基本計画（案）の策定と住民説明会の実施について・・・Ｐ.２  

 

（３）生涯学習課、図書館より 

第１回生涯学習まちづくり委員会の開催について        ・・・Ｐ.３              

 

 （４）議会より 

多可高等学校の生徒による模擬議会              ・・・Ｐ.６ 

 

（５）こども未来課より 

    おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展            ・・・Ｐ.７       

  

（６）図書館より 

   松本清張特集コーナー設置                  ・・・Ｐ.８   

   ビブリンピック開催 

   

（７）ベルディーホールより（多可町文化連盟主催）     

   北欧フィンランド伝統楽器カンテレ演奏会の開催        ・・・Ｐ.11 

 

 

◆その他の機関 

 

（８）大和体験交流協会より（多可町商工会）             ・・・Ｐ.12 

なごみの里 山都の紹介 

 

３．質  疑 

 

 

４．次回のお知らせ 

◆第１４９回多可町定例記者会見 

と き 令和４年８月２５日（木） 午後１時３０分～ 

ところ 多可町役場 大会議室 

問合先 企画秘書課  ℡（３２）２３８１ 



多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

令和 4年 7月 21日 商工観光課 藤本真子 

0795－32－4779 

（内線  ） 

事 業（行 事）名 

キャッシュレス決済促進事業

こころたか
・・

ぶる 多可町！ 最大２０％戻ってくるキャンペーンについて 

日 時（開催期間） 

８月１日（月）～９月３０日（金）予定 

場 所 

町内キャンペーン参加ＰａｙＰａｙ加盟各店舗 

趣旨または目的 

キャッシュレス事業者ＰａｙＰａｙ(株)と連携し、町内事業者（店舗）支援として、利

用者に２０％還元することで消費の拡大を進め、キャッシュレス決済の導入を促進する。 

内 容 

町内のキャッシュレス決済ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）を導入している店舗約１３４店舗

でお買い物の際、ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）で支払いをされた方に、買い物金額の２０％、

上限５，０００ポイント（期間中２５，０００円の買い物）を付与する。 

ただし１回の買い物につき、上限１，０００ポイント（５，０００円の買い物）とする。 

また、ＰａｙＰａｙ相談窓口を下記の日程で設置し、住民のキャッシュレス促進を

図る。 

8／1（月）、8／8（月）午前 10 時～午後 4 時 多可町役場本庁１Ｆ多目的ホール 

8／3（水）午前 10 時～午後４時 加美コミュニティープラザ ロビー 

8／4（木）午前 10 時～午後 4 時 八千代コミュニティプラザ ロビー 

参考資料など 

キャンペーンチラシ
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

令和４年７月２１日 教育総務課 山本 聡 0795－32－2384 

 

事 業（行 事）名  

第 2次多可町学校規模適正化基本計画（案）の策定に係るパブリックコメントの実施及

び住民説明会の開催について 

日 時（開催期間） 

○パブリックコメント 期間 ８月１日（月）～８月３０日（火）午後５時必着 

○住民説明会 

 日時：８月１９日（金）午後７時３０分～ 加美プラザ大ホール 

    ８月２０日（土）午後２時００分～ ベルディーホール会議室 

    ８月２０日（土）午後７時００分～ 八千代プラザ大ホール 

場 所 

  パブリックコメント受付場所：本庁舎３F教育委員会、加美プラザ、八千代プラザ 

住民説明会開催場所：ベルディーホール、加美プラザ、八千代プラザ 

趣旨または目的 

全国的に少子化が進む中で、本町においても例外なく、人口減少とともに児童生徒数の減

少が続き、小中学校の小規模化が進んでいます。 

本町においては、平成 24年４月に「多可町小中学校規模適正化基本方針」を策定しました。

この基本方針では、本町における適正な学校規模を、小学校は「複式学級が生じないこと」、

中学校は「１学年２学級以上が確保できること」と定め、適正規模が確保できない状況が生じ

た場合は、「多可町地域の学校教育のあり方を考える会」を設置し、適正な学校規模について

協議を行うこととしています。 

この方針に基づき、令和２年７月に「第２期多可町地域の学校教育のあり方を考える会」を

設置して、保護者や地域のみなさんと一緒に、子どもたちにとってよりよい教育環境の実現

に向けて協議を開始しました。住民説明会を開催したり、たかＴＶ、広報たか、YouTube等を

活用したりしながら、できる限り多くの意見を反映させ、令和４年１月に意見書として提出

いただきました。 

この間、直近２カ年の出生数は、令和２年 70 人、令和３年 81 人と推移し、学年でみても

令和元年度生まれは 84人、令和２年度生まれは 66人、令和３年度生まれは 89人と町全体で

も１学年２～３学級しか編制できない水準で推移しています。 

多可町教育委員会では、直近の出生数の状況を踏まえて、「第２期多可町地域の学校教育の

あり方を考える会」の意見書の内容を十分に尊重し、「第２次多可町学校規模適正化基本計画」

を策定しました。 

つきましては、この基本計画(案)について、広く町民の皆様からのご意見を伺うために、パ

ブリックコメントの実施と住民説明会を開催いたします。 

内 容 

○第２次多可町学校規模適正化基本計画（案）の説明 

○質疑応答 

参考資料など  

・パブリックコメント実施要領 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

令和４年７月 21日 
生涯学習課 

図書館 

梅田一志・生田恵子 

畑中俊裕 

0795-32-5122 

0795- 32-5170 

事 業（行 事）名 

多可町生涯学習まちづくり委員会 第１回委員会の開催 

日 時（開催期間） 

８月２日(火)  午後７時 30分～ 

場 所 

多可町役場 大会議室 

趣旨または目的 

 多可町では、老朽化した中コミュニティプラザと多可町図書館の後継施設として、幅

広い年代の学習・交流拠点となる施設「多可町生涯学習まちづくりプラザ」の整備事業

を進めており、令和７年度の供用開始を目指しています。 

 建設基本計画の元となった「(仮称)多可町生涯学習センター建設基本計画 答申書」

で提案された、「運営組織の立ち上げなど、町民が運営に主体的に参加できる体制づく

り」の検討を進めるために、この度「生涯学習まちづくり委員会」を設置しました。 

 委員会は、団体選出委員：３名、公募委員：６名、多可町商工会青年部：２名、有識

者：１名の計：12 名で構成し、生涯学習を通じたまちづくり、まちづくりプラザの運

営方針・方法について、今後検討していきます。 

この度、第１回の検討委員会を開催します。 

内 容 

〔主な説明内容(予定)〕 

・委員会の設置目的について

・生涯学習まちづくりプラザの検討経過について

・今後の検討の方向性・スケジュールについて

参考資料など 

・多可町生涯学習まちづくり委員会設置要綱

※多可町生涯学習まちづくりプラザ建設基本計画(案)・多可町図書館基本計画(案)、 

(仮称)多可町生涯学習センター建設基本計画 答申書 については、町 HPで

公開中。
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多可町生涯学習まちづくり委員会設置要綱 

令和４年５月19日 

告示第  63 号 

（目的） 

第１条 この要綱は、多可町生涯学習まちづくりプラザ建設基本計画を基本概念とした

施設（以下「まちづくりプラザ」という。）を通して、住民の自主的かつ主体的な町

政への参画を図り、生涯学び続けられる生きがいあふれるまちづくりを推進するため

に設置する「多可町生涯学習まちづくり委員会（以下「委員会」という。）」に関す

る事項を定めるものとする。 

（所管事項） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査、研究、

検討し、必要な意見及び提言を行う。 

(１) 生涯学習を通じた、まちづくりの推進に関すること。

(２) まちづくりプラザの運営検討に関すること。

(３) その他町長が必要と認めること。

（組織） 

第３条 委員会は、委員12人以内で組織する。 

２ 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。 

(１) 多可町生涯学習推進協議会の委員

(２) 多可町図書館協議会の委員

(３) 公募による者

(４) 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

（任期） 

第４条 委員の任期は２年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（座長及び副座長） 

第５条 委員会に座長１名、副座長１名を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 座長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 
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第６条 委員会は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席又は資料の提出を求め

ることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（招集の特例） 

２ この告示の公布後、初めての委員会は、第６条第１項の規定にかかわらず、町長が

招集する。 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

令和 4年 7月 21日 議会事務局 山本 茂弘 
0795－32－4775 

（内線  ） 

事 業（行 事）名 

多可高等学校の生徒による模擬議会 

日 時（開催期間） 

８月１２日（金）午前９時１５分～未定 

場 所 

多可町役場 議場 

趣旨または目的 

 公職選挙法の改正により「１８歳以上」が選挙の投票ができることになりました。  

このことを踏まえ、多可町議会は、若年層の政治参加の重要性や社会参画の意義を認識

してもらいたいと考え、今年で７回目となる多可高等学校の生徒と一緒に模擬議会を開

催します。 

 具体的には、一般質問の模擬を行います。模擬を通じて、投票で選んだ議員が一般質

問をすることにより、政策にどのように反映され、その課題をどのように解決するのか

を体験してもらいます。 

内 容 

 一般質問の模擬は、質問する議会側を多可高等学校の生徒が、答弁する執行部側を議

員が分担します。 

多可高等学校の生徒は、事前に通告書を作成し、通告書に従って一般質問を行います。 

通告書を作成するにあたり、生徒と議員とでワークショップを３回行います。 

・７／１９（火）午後１時３０分～ 多可高校で実施

・７／２５（月）午後１時３０分～ 多可高校で実施

・７／２９（金）午後１時３０分～ 多可高校で実施

本番前日に議場でリハーサルを行います。 

・８／９（火）午前９時３０分～ 多可町役場議場で実施

参考資料など 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

令和 4年 7月 21日 こども未来課 久森　敬子 
0795－32－2385 

（内線 384） 

事 業（行 事）名 

第３３回全国おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展 

募集期間  ９月６日（火）まで 

日 時（開催期間） 

【表彰式】 ９月１９日（月・祝）午前９時３０分～ 

【展示会】 ９月１７日（土）～１９日（月・祝） 午前９時～午後５時 

場 所 

ガルテン八千代体育館 

  （八千代区中野間 363-13） 

趣旨または目的 

①絵画の制作を通しておじいさん、おばあさんとの交流を深めることにより、敬老精

神の高揚を図る。

②敬老の日発祥の地として、多可町から敬老の日の精神を全国に発信していく。

内 容 

①全国の４・５歳児、小中学生を対象におじいちゃんおばあちゃんの絵を募集する。 

※未発表のオリジナル作品に限る

②応募された作品は会場展示または多可町ホームページにWeb展示する。

※町内作品は会場展示、町外作品はWeb展示、入賞作品は会場とWebに展示

③応募者全員に参加賞を贈呈する。

④特別賞受賞者に賞品を贈呈する。

参考資料など 

第３３回全国おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展 募集ちらし 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先

令和４年７月21日 多可町図書館 依藤　啓子
0795－32－5170 

（内線   ） 

事 業（行 事）名  

松本清張特集コーナー 

日 時（開催期間） 

コーナー設置期間：７月７日（木）～8 月 21 日（日）

場 所 

多可町図書館

趣旨または目的 

『或る、「小倉日記」伝』で芥川賞を受賞した、松本清張さん。今年の８／４で没後

30 年になります。多くの作品を執筆され、その中には、多可町を舞台にした短篇集『神

の里事件』があります。時代が代わっても、映画やテレビドラマでの原作として脚光を

浴びる作品の数々。この機に特集コーナーを設置することで、改めて、松本作品に触れ

ていただき、今もなお、色あせる事ない「清張ミステリー」を堪能していただきたいと

考えています。 

内 容 

 ・『神の里事件』が収録された『東経 139 度線』松本清張全集 56 巻をはじめ、当館

所蔵の松本作品を展示。（貸出可能） 

・生誕 100 年（2009 年）の際に発行した図書館だよりの一部（松本清張の特集ペ

ージ）を抜粋し、コーナー設置、配布。

参考資料など 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

令和４年７月２１日 多可町図書館 藤岡　千穂 
0795－32－5170 

（内線  ） 

事 業（行 事）名 

ビブリンピック 

※この言葉は本を意味する「ビブリオ」と「オリンピック」をたした言葉です。

日 時（開催期間） 

７月 21 日（木）～８月 31 日（水） 

場 所 

多可町図書館、加美図書室、八千代図書室 

趣旨または目的 

図書館への来館を促すイベントを実施し、子どもたちの読書活動を活発にする 

内 容 

夏休み期間中に小学生対象「この夏、５０冊に挑戦!!」、幼児対象「絵本を読んでスタ

ンプをあつめよう!!」を企画しています。また、今年度は新たに中学生部門「この夏、

１５冊に挑戦!!」を加え、開催します。 

図書館に行けば何か楽しいことがある、わくわくすることがあると思ってもらえるよ

うな取組をしています。読書離れが叫ばれていますが、このような機会を設けることで、

子ども達が自分にとってのお気に入りの 1 冊に出会ったり、親子で図書館の本に親し

んだりする機会になればと思っています。 

 対象：中学生、小学生、幼児 

【詳しい内容】 

中学生：夏休み期間中に 15 冊の本を借りて読む。 

 借りた冊数分、台紙にスタンプを押す。15 コ集まれば達成。 

小学生：夏休み期間中に 50 冊の本を借りて読む。 

借りた冊数分、台紙にスタンプを押す。 

10 冊単位でシールが渡されて台紙に貼る。５枚シールを集めれば達成。 

  幼 児：夏休み期間中に 30 冊の本を借りて読む。 

借りた冊数分、台紙にスタンプを押す。 

10 冊単位でシールが渡されて台紙に貼る。３枚シールを集めれば達成。 

※達成者には景品を用意しています。

参考資料など 

  別添の各参加用紙 
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多可町政 記者発表資料 
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

令和 4 年７月 21 日 

生涯学習課 

多可町文化会館 蔵本栄伸 

0795－32－1300 

（内線  ） 

事 業（行 事）名 

多可町音楽鑑賞会 

日程 

開催日時：８月７日（日） 開演 午後２時～ （開場 午後１時３０分～） 

終演 午後３時３０分頃  入場無料（入場整理券要） 先着７０名 

開催場所 

加美コミュニティプラザ 大ホール 

〒679-1201 多可町加美区豊部 250  ℡ 0795-35-0080 

趣旨または目的 

多可町文化連盟主催の多可町音楽鑑賞会を開催する 

出演者はフィンランドの伝統楽器カンテレの奏者 あら ひろこ 

内 容 

北欧フィンランドの伝統楽器 カンテレ による演奏 

出演：あら ひろこ 

（プロフィール） 

フィンランドの伝統楽器カンテレの奏者、コンポーザー。１９９０年代初頭に５弦カ

ンテレを弾き始め、９４年フィンランドにてカンテレの指導を受ける。以降、国内では

数少ないカンテレ奏者として北欧伝統音楽やオリジナルなどを中心に演奏活動を展開。

２０１３年にフィンランドで開催された第２回国際カンテレコンペティションのプロ

フェッショナル部門に RAUMA として参加し、第二位マルティ・ポケラ賞を受賞。また

RAUMAのアルバム｢深い海｣は、フィンランドのカンテレ協会による、Kantele album of

The year 2019に選出された。

○演奏曲目

○トナカイの子守歌（マルティ・ポケラ作曲）

○フィンランド、ポポヤンマー地方の古い結婚行進曲（伝承曲）

○ノルウェー、ヴァルソイフィヨルドの結婚行進曲（伝承曲）

○小さな空（武満徹作曲）他

主催：多可町文化連盟 問合せ先：ベルディーホール ℡ 0795-32-1300 

参考資料など 

別紙、チラシ参照
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多可町政 記者発表資料
提 出 日 担 当 課・係 担 当 者 名 連 絡 先 

令和４年７月21日
大和体験交流協会 

なごみの里 山都 
長谷川英明 0795-38-0753 

事 業（行 事）名 

夏の疲れた時期に最適！地元で獲れたシシ鍋御膳・シシ肉丼の提供開始！

夏休みは家族・友人で 1棟貸し切りコテージでの宿泊もできる「なごみの里山都」へ

日 時（開催期間） 7 月 14日～ 

場 所 大和体験交流協会 なごみの里 山都（多可郡多可町八千代区大和 1520-1） 

趣旨または目的 

本格的な夏を迎えるにあたり、HP新設を契機に、施設やサービスの魅力を発信すると

ともに、夏場には珍しい猪肉を使ったメニュー提供で、町外からの観光客を呼び込む。 

そして新型コロナの再拡大が進む中でも、多可町は元気なまちであることを示す。

内 容 

・当施設は「レストラン部門」、2階建てのコテージ 1棟貸し切りの「宿泊施設」、コテ

ージと貸し農園が完備されている「滞在型市民農園」が主な施設となっています。 

・今年 1月から新たに地元で採れた天然の猪を使ったシシ鍋御膳 1,800円（税込）、3

月からシシ肉丼 1,200円（税込）を始めました。シシ鍋は一般的には冬の料理で、夏に

獲れた猪は今まで廃棄されていましたが、当施設では夏の提供を開始します。シシ肉に

は新陳代謝を促すビタミン B群が豊富で、実は夏の疲れた時期に最適です。また、夏

の時期のシシ肉はさっぱりとした味わいで、赤身にうまみがギュッとつまっており赤身

本来の旨みを楽しめます。（来られる際はご予約いただだきますようお願いします） 

・宿泊コテージは 2棟あり、それぞれに屋根つきバーベキューサイトが完備されており、

家族や友人とゆっくり過ごせます。コテージは 1棟 4名様で金曜・土曜・祝日の前日

は 16,000円（税込）、それ以外の日は 14,000円（税込）となっています。 

・町外のお客様に対する積極的な PR策として、施設・サービスを解り易くお伝えでき

る HPを 7月 14日に新設しました。この HP上では宿泊予約を行うこともできます。 

・町外のお客様が迷わずお越しいただくために案内看板を新設しました。当施設では新

型コロナウイルスの感染防止対策を万全にしてお客様をお待ちしています。 

参考資料など 

HP：https://www.nagomi-yamato.com/

レストラン 宿泊コテージ シシ鍋御膳シシ肉丼 案内看板 
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